
 

 

 

 

 

柏市上下水道局指名業者選定基準 

 

制定 平成２１年１０月１日 

施行 平成２１年１０月１日 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この基準は，別に定めるもののほか，指名競争入札に係る指名業者の

選定に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条から第４条まで 削除 

 （指名業者数） 

第５条 指名業者数は，次の表の左欄に掲げる発注金額に応じ，それぞれ当該

右欄に掲げるところによるものとする。ただし，次の表の指名業者数を指名

することが困難な場合は，この限りでない。 

発  注  金  額 指名業者数 

１,０００万円未満    ５社以上 

 １,０００万円以上５,０００万円未満       ７社以上 

 ５,０００万円以上２億円未満 １０社以上 

 ２億円以上 １２社以上 

第６条 削除 

 （指名業者選定の留意事項） 

第７条 指名業者の選定に当たっては，次に掲げる事項に留意するとともに，

当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。 

 (1) 不誠実な行為の有無 

 (2) 経営の状況 

 (3) 工事成績（建設工事の案件に限る。） 

 (4) 手持ち案件の状況 

 (5) 当該案件の技術的適性 

 (6) 安全管理の状況 

 (7) 労働福祉の状況 

２ 指名業者の選定に当たっては，前条の規定によるほか，官公需についての

中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）に基づき，

市内の中小建設業者の受注機会の確保に配意するものとする。 



 

 

 

 

 

３ 第１項各号に掲げる選定事項の運用にあたっては，別表第１に定める運用

基準により行うものとする。 

 （指名業者選定の制限） 

第８条 指名業者の選定は，原則として一業者について一業種とするものとす

る。 

２ 事業協同組合等を指名する場合にあっては，原則としてその構成員を指名

しないものとする。 

 （随意契約に係る指名業者の選定） 

第９条 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

に規定する随意契約に係る指名業者の選定については，この基準を準用する

ものとする。この場合において，発注金額が２００万円未満の案件に係る指

名業者数は，第５条の規定にかかわらず，２社以上４社以内とすることがで

きるものとする。 

第１０条 削除 

 （補則） 

第１１条 この基準に定めるもののほか必要な事項は，上下水道事業管理者が

別に定める。 

 

   附 則  

 この基準は，平成２１年１０月１日から施行する。 

  

   附 則 

この基準は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この基準は，令和４年４月１日から施行する。



 

 

 

 

 

別表第１ 

留意事項 運  用  基  準 

不誠実な行為の

有無 

 以下の各号に該当する場合は，指名しないこと。 

(1) 柏市上下水道局建設工事請負業者等指名停止要領(平成 21

年 10 月 1 日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく

指名停止期間中であること。 

(2) 市上下水道局発注案件に係る請負契約に関し次に掲げる事

項に該当し，当該状況が継続していることから請負者として

不適当であると認められること。 

ア 契約書に基づく関係者に関する措置請求に請負者が従わ

ないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 

イ 一括下請，下請代金の支払遅延，特定資材等の購入強制

等について，関係行政機関等からの情報により請負者の下

請契約関係が不適切であることが明確であること。 

(3) 警察当局から市上下水道局に対し暴力団員が実質的に経営

を支配する業者またはこれに準ずるものとして公共事業から

排除要請があり，当該状態が継続している場合等明らかに契

約の相手方として不適当であると認められること。 

経営の状況 

 手形交換所による取引停止処分，主要取引先銀行からの取引停

止，会社更生法あるいは民事再生法の適用申請等の事実があり，

客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は，指

名しないこと。ただし，更正手続きの開始決定，更正計画の認可

等があった場合は，当該開始決定，認可等があった後の経営状況

を総合的に勘案すること。 

工事成績（建設

工事の案件に限

る。） 

(1) 市上下水道局発注工事の工事成績が優良であるかどうかを総

合的に勘案すること。 

(2) 工事成績の平均が過去 2 年連続して 85 点以上である場合

は，これを十分尊重すること。 

手持ち案件の状

況 

(1) 工事及び業務の手持ち状況から見て，当該工事の施工能力ま

たは業務の施工能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 

(2) 当該年度の指名及び受注の状況を勘案し，指名が特定の有資

格業者に偏らないよう配慮すること。 

当該案件の技術

的適性 

 以下の各号に定める事項に該当するかどうかを総合的に勘案す

ること。 

(1) 発注案件と同種または類似工事または業務等について相当の

実績があること。 

(2) 発注工事及び業務の施工に必要な施工管理，品質管理等の技

術的水準と同程度と認められる技術水準の工事及び業務の施工

実績があること。 



 

 

 

 

 

安全管理の状況 

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は，指名し

ないこと。 

(2) 市上下水道局発注工事及び業務について，安全管理の改善に

関し労働基準監督署からの指導等がある場合，安全管理が不適

切であることが明白であり，これに対する改善を行わない状態

が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であ

ると認められるときは，指名しないこと。 

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するこ

と。 

(4) 市上下水道局発注工事及び業務について，過去２年間に死亡

者の発生及び休業２か月以上の負傷者の発生がないこと等安全

管理の状況が特に優良である場合は，これを十分尊重するこ

と。 

労働福祉の状況 

(1) 賃金不払いの状況が継続している場合であって明らかに請負

者として不適当であると認められるときは，指名しないこと。 

(2) 中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第２条

第７項に規定する被共済者を使用することが予測される者にあ

っては，独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約

を締結しているかどうか及び市上下水道局発注工事に係る建設

業退職金共済証紙の購入状況を総合的に勘案すること。 

(3) 建設労働者雇用，労働条件の改善に取り組み，労働福祉の状

況が特に優良である場合は，これを十分尊重する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


